
令和７年度第１回茨城県障害者差別解消支援協議会 

次 第 

 

日  時：令和７年 11 月 10 日（月） 

                                  １５時から１６時まで 

場  所：茨城県庁 90１会議室 

 

 

１ 開  会 

２ 議  事 

  （議題 1）障害者権利条例の取組みについて 

  （議題２）各種障害に関する普及啓発について 

３ 質  疑 

４ 閉  会 

 

 

【配布資料】 

・次第 

・資料 1「障害を理由とする差別の解消に関する取組みについて」 

・資料２「各種障害に関する普及啓発について」 
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障害を理由とする差別の解消に関する取組みについて 
 

１ 茨城県障害者差別相談室の運営 

（１） 実施主体 県（茨城県手をつなぐ育成会に委託） 

（2） 事業開始 平成 27 年４月１日 

（3） 設置場所 セキショウ・ウェルビーイング福祉会館（県総合福祉会館）２階 

（４） 相 談 員  ３名体制 

（５） 相談時間 午前９時～午後５時（月曜～金曜 祝日・年末年始を除く） 

           相談電話：029-246-6049  ＦＡＸ：029-246-6048  

           Ｅメール：s-sohdan@bz04.plala.or.jp 

（６） 事業内容 

○電話、来所等による相談対応、必要な助言、情報提供及び関係者間の調整 

○県からの依頼に基づき行う、企業・団体等に対する普及啓発活動等 
 
【相談件数の推移】 

事業年度 
相談 

者数 

内        訳 

相 談 者 相 談 方 法 障 害 種 別 

本 人 家 族 その他 電 話 来 所 メール FAX

等 

身体 知的 精神 その他 

H27 141 96 22 23 115 16 0 10 40 14 53 34 

H28 173 138 20 15 145 14 0 14 50 19 69 35 

H29 112 88 15 9 102 8 2 0 20 8 61 23 

H30 107 92 10 5 98 5 3 1 30 2 62 13 

R1 84 65 9 10 77 3 4 0 24 7 39 14 

R2 68 51 10 7 58 4 6 0 18 5 37 8 

R3 107 76 12 19 96 1 10 0 39 8 43 17 

R4 93 64 15 14 80 0 12 1 24 9 33 27 

R5 81 53 12 16 71 1 9 0 23 13 27 18 

R6 86 62 13 11 70 5 11 0 19 8 44 15 

R７ 

上半期 
（4～9 月） 

39 28 6 5 33 1 5 0 8 1 22 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 １
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【相談件数の分野別内訳】 

 合計 
内        訳 

福祉 医療 商品サ 雇 用 教育 文化 建物 交通 不動産 情報 意思 その他 

H27 141 30 3 7 22 14 0 3 5 1 0 0 56 

H28 173 22 4 12 19 4 0 1 6 0 2 0 103 

H29 112 19 5 7 12 7 1 0 2 0 2 0 57 

H30 107 23 6 8 9 2 2 2 3 0 2 0 50 

R1 84 8 7 8 13 3 2 0 3 0 0 0 40 

R2 68 7 7 3 6 6 2 0 2 1 1 0 33 

R3 107 16 7 5 13 10 0 0 4 1 2 0 49 

R4 93 24 3 2 14 3 3 1 4 2 2 0 35 

R5 81 22 7 6 11 2 0 1 7 1 4 0 20 

R6 86 27 7 4 15 4 2 1 2 0 1 0 23 

R7 

上半期 
（4～9 月） 

39 6 0 10 11 3 2 0 0 2 0 0 5 

 

２ 主な相談事例 ※個人情報保護のため空欄。会議時に別紙で配布し、終了後回収する。 

 相談者 分野 相談内容 対応・経過等 

   

  

   

  

※相談事例は分かりやすくご報告するために、内容に支障がない範囲で一部事実と異なる点がございます。 
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３ 普及啓発活動 

（１）出前講座の実施 

   障害者差別相談室の相談員や当課職員を派遣し、障害者権利条例の取組み等を説明する出前講座を実施。 

  【令和 6 年度実績：13 件】 

＜主な派遣先＞ 

・市町村の新規採用職員、障害者福祉サービス事業所職員、医療機関職員 等 

  【令和 7 年度実績（10 月末時点）：３件】 

＜主な派遣先＞ 

・市役所、金融機関、特例子会社 等  

 

（２）事業者団体や交通事業者等への周知 

 ○事業者団体、教育機関への周知依頼 

・県内の各商工会や各商工会議所、大学、専門学校等へ訪問等により、会員事業者等への周知啓発や 

研修の実施、相談室の活用、ヘルプマークの周知などについて依頼を行った。 

 ○交通事業者への周知依頼 

・ＪＲ東日本（株）水戸支社、茨城交通（株）などを訪問し、利用者への周知啓発、職員への研修の実施や相談室の

活用、ヘルプマークの周知などについて依頼を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者への依頼内容 
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（３）スポーツイベントにおける人権啓発活動の実施 

・茨城に障害のある人の権利条例をつくる会等の関係団体と協力し、Ｊリーグ水戸ホーリーホック（9/28）、鹿

島アントラーズ（10/5）、Ｂリーグ茨城ロボッツ（12/21）の試合においてＰＲ活動を実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水戸ホーリーホックホームゲームでの PR 活動 

 

（４）メディアやＳＮＳの活用 

○県公式Ⅹ（旧ツイッター）※フォロワー約 20 万人 

・条例や相談室、合理的配慮の提供義務化、ヘルプマークについて、月１回投稿。 

○事業者向けメールマガジン（産業戦略部）※送信先約 1,000 者 

 ・合理的配慮の提供義務化や相談室の利用案内、ヘルプマークについての周知を、毎月投稿。 

○YouTube での動画公開 

 ・（３）に併せて、スポーツ選手が出演する PR 動画を作成し、 

YouTube で公開。 

○新聞広告 

 ・障害者週間（12 月３日～９日）に、条例や相談室周知のための 

広告を６紙へ掲載予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 
 

 

県公式 X への投稿 
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（５）差別相談事例集（第４版）及び障害者権利条例パンフレットの配布 

・（３）のスポーツイベントで来場者に差別相談事例集を配布。(約 4,000 部) 

・（１）の出前講座において、研修受講者へ配布。 

・その他、市町村障害福祉担当課や関係団体などからの要望に応じて随時配布。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            事例集                   パンフレット 

 

（６）市町村担当者研修会等 

 ○市町村担当者研修会 

・市町村職員を対象とした障害者差別相談窓口担当者研修会を動画配信形式で実施予定。 

・令和６年度は、差別相談室、障害者権利条例をつくる会と連携し、以下の内容で講義した。 

当課：障害者権利条例の概要、ネットモニターアンケート結果、県の取組み 

相談室：相談室への相談内容や相談を受ける際の基本姿勢 

つくる会：当事者の視点から、社会モデルと合理的配慮の提供について 

  ○市町村における周知啓発等の依頼 

   ・市町村に対し、合理的配慮の提供、相談室、ヘルプマークについての広報紙やＨＰによる住民への 

周知啓発及び研修会等による職員への周知啓発を依頼。 

   ・また、住民に身近な市町村におけるヘルプマークの作成・配布を依頼。 

  ○民間事業者への支援 

   ・現在８市村※１において、民間事業者への合理的配慮の提供に要する経費※２助成を制度化。 

    ※１：水戸市、古河市、取手市、つくば市、ひたちなか市、那珂市、つくばみらい市、東海村 

    ※２：筆談ボードや簡易スロープの購入、点字メニュー作成、手すりの設置等 

   ・市町村障害福祉担当課長等会議において、未実施市町村への制度化検討を依頼。 



各種障害に関する普及啓発について 

 

 

資料２ 



 

 

※茨城県障害福祉課ホームページ内に新規ページ作成予定。 

（茨城県ホームページ＞健康・医療・福祉＞障害者福祉＞差別解消の推進カテゴリ内） 

 


